
第

六

百

四

十

九

号

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
特
別
表
彰
金
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

秘

書

課)

五
五
七
ペ
ー
ジ

○
岐
阜
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

防

災

課)

五
五
七

○
岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

(

環
境
管
理
課)

五
五
九

告

示

○
岐
阜
県
表
彰
規
程
の
一
部
改
正

(

秘

書

課)

五
五
九

○
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知

(
森
林
保
全
課)

五
六
〇

訓

令

甲

○
岐
阜
県
公
有
財
産
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

管

財

課)

五
六
〇

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

(

農
地
整
備
課)
五
六
一

規

則

岐
阜
県
特
別
表
彰
金
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
百
十
五
号

岐
阜
県
特
別
表
彰
金
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
特
別
表
彰
金
支
給
規
則(

昭
和
四
十
三
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
八
条
第
三
項
中｢

知
事｣

を｢

副
知
事｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
百
十
六
号

岐
阜
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則(

昭
和
三
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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(
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(

休
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に
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翌
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令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日



第 649 号 岐 阜 県 公 報 令和７年12月26日 ( 558 )



附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
岐
阜
県
災
害
救
助
法
施
行
細
則
の
規
定
は
、
令

和
七
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
適
用
す
る
。

岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
規
則
第
百
十
七
号

岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
八
年
岐
阜
県
規
則
第
二
百
八
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
記
第
二
号
様
式
裏
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
裏
面
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条

例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合

に
お
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
三
十
五
号

岐
阜
県
表
彰
規
程(
平
成
十
一
年
岐
阜
県
告
示
第
七
百
三
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。
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令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

第
八
条
第
三
項
中｢

知
事｣

を｢

副
知
事｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
五
百
三
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一�
解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

下
呂
市
小
川
字
井
口
一
三
六
一
の
八
、
一
三
六
一
の
九

二�
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三�
解
除
の
理
由

急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
用
地
と
す
る
た
め

岐
阜
県
告
示
第
五
百
三
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
津�
字
岡
山
八
九
九
の
一
・
九
〇
一
の
一(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に

示
す
部
分
に
限
る
。)

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

解
除
の
理
由

急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
用
地
と
す
る
た
め

(
｢

次
の
図｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
岐
阜
県
林
政
部
森
林
保
全
課
及
び
揖
斐
川
町
役
場
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
十
四
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関

岐
阜
県
公
有
財
産
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

岐
阜
県
公
有
財
産
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
公
有
財
産
事
務
処
理
規
程(

昭
和
四
十
九
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
中｢

当
該
各
号
に
掲
げ
る｣

を｢

、
当
該
各
号
に
定
め
る｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
た
だ

し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
十
条
中｢
掲
げ
る
日｣

を｢

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日(

総
務
部
長
が
指

定
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
総
務
部
長
が
指
定
す
る
日)｣

に
改
め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。
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一

取
得(

新
築
、
増
築
及
び
移
築
を
除
く
。)

及
び
処
分(

取
壊
し
を
除
く
。)

に
よ
る
異
動

所

有
権
得
喪
の
日

二

新
築
、
増
築
及
び
移
築
並
び
に
取
壊
し
に
よ
る
異
動

工
事
完
了
の
日

三

所
管
換
又
は
所
属
替
に
よ
る
異
動

第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
引
継
書
又
は
第
九
条
に
規
定

す
る
調
書
に
記
載
さ
れ
た
所
管
換
又
は
所
属
替
の
日(

総
務
部
長
が
引
継
ぎ
を
受
け
た
公
有
財
産

で
、
直
ち
に
処
分
す
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
処
分
の
日)

四

実
測
、
錯
誤
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
財
産
台
帳
の
記
載
事
項
に
異
動
が
あ
つ
た
も
の

異
動
の

決
裁
が
あ
つ
た
日

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

示

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
。
以
下｢

法｣
と
い
う
。)

第
八
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用

す
る
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
当
該
変
更
後
の
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
十
五
日
以
内
に
岐
阜
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
右
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
、
岐
阜
県
を
被
告
と
し
て(

訴
訟
に
お
い
て
岐
阜
県
を
代
表
す
る

者
は
岐
阜
県
知
事
と
な
る
。)

、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
。令

和
七
年
十
二
月
二
十
六
日

岐
阜
県
知
事

江

崎

禎

英

一

縦
覧
に
供
す
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
事
業
名
及
び
地
区
名

事
業
名

県
営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業(

農
業
用
用
排
水
施
設
整
備
・
農
地
防
災
・
暗
渠
排

水)

地
区
名

岩
村
・
山
岡
地
区

二

縦
覧
場
所

岐
阜
県
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト(

農
地
整
備
課)

三

縦
覧
期
間

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら

令
和
八
年
一
月
十
五
日
ま
で
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令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


